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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成27年５月25日に提出した第15期（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたのでこれを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第２　事業の状況

４　事業等のリスク

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。

 

第一部【企業情報】

第２【事業の状況】

４【事業等のリスク】

　　（訂正前）

（略）

④特有の法的規制について

　当社グループは、現時点の各種規制に従って、業務を遂行しておりますが、将来において各種規制が変更さ

れた場合には、当社グループの事業推進に悪影響を及ぼす可能性があります。当社グループが規制を受ける主

なものは、金融商品取引法、宅地建物取引業法、各税法、資産の流動化に関する法律（改正SPC法）、投資事

業有限責任組合契約に関する法律（ファンド法）、貸金業法、一般法人及び一般財団法人に関する法律（旧中

間法人法）、建築士法等があります。

　当社グループでは、法令規則等の遵守を徹底しており、これまで重要な行政処分を受けたことはありません

が、今後、何らかの理由により当社グループが行政処分を受けた場合には、当社グループの財政状態及び経営

成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

（略）

⑦大株主について

　当社の大株主である、いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド（以下、「いちごトラストＰＴＥ」と

いう。）は平成27年２月28日現在、当社の総議決権の64.5％を保有しております。

　いちごトラストＰＴＥは、投資を事業目的とする、法人格を有さない外国籍のユニット・トラストである、

いちごトラストから100％の出資を受けております。

　いちごトラスト及びいちごトラストＰＴＥはIchigo Asset Management International, Pte. Ltd.に投資を

一任しており、Ichigo Asset Management International, Pte.Ltd.に対しては、いちごアセットマネジメン

ト株式会社が投資助言を行っております。

　Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd.及びいちごアセットマネジメント株式会社は当社グ

ループとの間に資本関係はございませんが、当社の取締役並びに代表執行役会長であるスコット キャロンが

いちごアセットマネジメント株式会社の代表者を兼任しております。

　なお、当社が事業活動を行う上での承認等に際し、いちごトラスト及びいちごトラストＰＴＥから制約を受

けることはなく、当社グループの事業展開における意思決定は一定の独立性を確保しているものと考えており

ます。

　いちごトラストは当社が平成20年８月に実施した第三者割当増資を引受けて以来、長期安定株主として保有

する方針の下、当社グループに対し事業及び資金支援を行い、当社グループの安定収益基盤の確立と財務基盤

の強化支援に努めてまいりました。現時点においても、将来にわたり長期安定株主として一定数を保有する方

針でありますが、今後の経済情勢及び国際情勢が著しく変動した場合は保有方針等が変更される可能性があり

ます。その場合には当社グループの経営方針及び業務遂行に対して影響を及ぼす可能性があります。

（略）
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　　（訂正後）

（略）

④特有の法的規制について

　当社グループは、現時点の各種規制に従って、業務を遂行しておりますが、将来において各種規制が変更さ

れた場合には、当社グループの事業推進に悪影響を及ぼす可能性があります。当社グループが規制を受ける主

なものは、金融商品取引法、宅地建物取引業法、各税法、資産の流動化に関する法律（改正SPC法）、投資事

業有限責任組合契約に関する法律（ファンド法）、貸金業法、一般法人及び一般財団法人に関する法律（旧中

間法人法）、建築士法等があります。

　当社グループでは、上記の法令等に基づき、主たる事業において以下の許認可及び登録（以下、「許認可

等」という。）を受けております。

 

（いちごグループホールディングス株式会社）

許認可等の名称 所管官庁等 登録番号 有効期間 取消、解約その他の事由

宅地建物取引業免許 東京都
東京都知事(2)

第90527号
平成31年５月22日まで

不正な手段による免許の取得や役

員等の欠格条項に該当する場合は

免許の取消

（宅地建物取引業法第66条）

 

（いちご不動産投資顧問株式会社）

許認可等の名称 所管官庁等 登録番号 有効期間 取消、解約その他の事由

宅地建物取引業免許 国土交通省
国土交通大臣(1)

第8435号
平成30年４月25日まで

不正な手段による免許の取得や役

員等の欠格条項に該当する場合は

免許の取消

（宅地建物取引業法第66条）

取引一任代理等認可 国土交通省
国土交通大臣認可

第42号

有効期間の定めはあり

ません。

不正な手段による認可の取得や業

務に関し取引の相手に損害を与え

た場合は認可の取消

（宅地建物取引業法第67条の２）

金融商品取引業登録

（投資運用業、投資助

言・代理業、第二種金

融商品取引業）

関東財務局
関東財務局長

（金商）第318号

有効期間の定めはあり

ません。

不正な手段による登録や資本金不

足、業務又は財産の状況に照らし

支払不能に陥る恐れがある場合は

登録の取消

（金融商品取引法第52条）

 

（いちご地所株式会社）

許認可等の名称 所管官庁等 登録番号 有効期間 取消、解約その他の事由

宅地建物取引業免許 東京都
東京都知事(1)

第93181号
平成28年７月15日まで

不正な手段による免許の取得や役

員等の欠格条項に該当する場合は

免許の取消

（宅地建物取引業法第66条）

金融商品取引業登録

（投資助言・代理業、

第二種金融商品取引

業）

関東財務局
関東財務局長

（金商）第18号

有効期間の定めはあり

ません。

不正な手段による登録や資本金不

足、業務又は財産の状況に照らし

支払不能に陥る恐れがある場合は

登録の取消

（金融商品取引法第52条）

 

　当社グループでは、法令規則等の遵守を徹底しており、これまで重要な行政処分を受けたことはありませ

ん。また、当社グループは、これらの許認可等を受けるための諸条件及び関係法令の遵守に努めており、現時

点において当該許認可等が取消となる事由は発生しておりません。しかしながら、今後何らかの理由により当

社グループが業務の遂行に必要な許認可等の取消などの行政処分を受けた場合には、当社グループの事業活動

に支障をきたし、財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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（略）

⑦大株主について

　当社の大株主である、いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド（以下、「いちごトラストＰＴＥ」と

いう。）は平成27年２月28日現在、当社の総議決権の64.5％を保有しております。

　いちごトラストＰＴＥは、投資を事業目的とする、法人格を有さない外国籍のユニット・トラストである、

いちごトラストから100％の出資を受けております。

　いちごトラスト及びいちごトラストＰＴＥはIchigo Asset Management International, Pte. Ltd.に投資を

一任しており、Ichigo Asset Management International, Pte.Ltd.に対しては、いちごアセットマネジメン

ト株式会社が投資助言を行っております。

　Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd.及びいちごアセットマネジメント株式会社は当社グ

ループとの間に資本関係はございませんが、当社の代表執行役会長であるスコット キャロンは当社の取締役

及びいちごアセットマネジメント株式会社の代表者を兼任しており、Ichigo Asset Management

International, Pte. Ltd.の大株主であります。

　なお、スコット キャロンは、Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd.の業務執行を行ってお

らず、Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd.の当社株式の売買に関する投資判断には関与して

おりません。

　さらに、Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd.は、日本国の法令規則等を遵守するととも

に、コンプライアンス等に係る社内規則を定め、未公表の重要事実の入手時における売買停止を実施する等、

必要とする情報統制の体制を整備し運用しております。

　当社は、事業活動を行う上での機関決定等に際し、いちごトラスト及びいちごトラストＰＴＥから制約を受

けることはなく、当社グループの事業展開における意思決定は当社グループの責任のもとで行われ業務が執行

されており、独立性を確保しているものと考えております。

　いちごトラストは当社が平成20年８月に実施した第三者割当増資を引き受けて以来、当社株式を長期安定株

主として保有する方針の下、当社グループに対し事業及び資金支援を行い、当社グループの安定収益基盤の確

立と財務基盤の強化支援に努めてまいりました。現時点においても、将来にわたり長期安定株主として一定数

を保有する方針でありますが、今後の経済情勢及び国際情勢が著しく変動した場合は保有方針等が変更される

可能性があります。その場合には当社グループの経営方針及び業務遂行に対して影響を及ぼす可能性がありま

す。

（略）
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